
書式第8号 (法第 10条・第 25条関係 )

設立・定款変更用

令和 7年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法人 子どもの健全な成長のための外あそびを推進土全金

1 事業実施の方針
令和 7年度は、子どもの外あそびに関する情報や啓発情報を発信する活動を主に実施する予定。

企業や団体とのコラボレーションを行い、外あそびの楽しさを子どもとその保護者にも理解 し

てもらえるようなイベント・セミナー等の実施を計画、適切に外あそびを指導できるような指導

者やリーダーを育成するための講習会のトライアル導入を実施する。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 1100】 千円 )

定款に記載
された
事業名

事業内容 日日寺 場所
従事
ヨ2
■

人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千
円)

外あそびに関
する情報、啓
発情報の発信

外あそびの重要性や必要
性、また啓発事項をホー
ムページ等で情報を発信
する

2025/10/1
～年度内

東京都内/
本 会 ホー
ムページ

5人

東京都及びホ
ームページの
読者である子
どもの保護者
と乳幼児指導
者

100人 50

外あそびに関
するイベン ト
やセ ミナー等
の実施

子どもの健全な成長や外
あそびの推進を支援する
企業や団体と連携して外
あそびの体験会やその重
要性を紹介するイベン ト
又はセミナー等を実地又
はオンライン上で実施す
る

10月
新宿区 3人

東京
の子
の保

都内在住
どもとそ
護者

500人 0

外 あそびを
推進す るた
めの指導者・
リー ダー養
成

乳幼児から小学校低学
年を中心とした子 ども
に関わる学生、保育者等
を対象 として外あそび
を適切に推進する指導
員・リーダーを養成する
ための講習会 (理論と実
技)を実地又はオンライ
ン上で開催する

11月 、2
月

東 京 都
内および
他県

10
1
ノヽ

幼児教育学
生/保育者 /
教育指導者

30人 50



書式第8号 (法第 10条・第25条関係)

設立・定款変更用

令和 8年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法人 子どもの健全な成長のための外あそびを推進する会

1 事業実施の方針
令和 8年度は、理論に基づいた外あそびに関する情報やあそぶ際に注意すべき点などの啓発情報

を保護者や教育関係者へ発信していく。企業や団体等とコラボレーションしながら外あそびの楽

しさや面白さを子どもだけでなく保護者にも一緒になって理解を深め、外あそびを広めるイベン

トを実施する。また、学生や乳幼児教育者関連の人たちを対象とし、外あそびを推進する教育指

導者・リーダーの養成のための活動を積極的に行う。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【200】 千円 )
定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受盃
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

外あそびに関
する情報、啓
発情報の発信

会員でグループを編成 し
外あそびのための情報や
その際に注意すべき啓発
情報を取 り_纏めホームペ
ージやメディアを通 じて
紹介する

2、  3
10月
6

東
内
お
△

=

只
/他
よび
ホー

都
県
本
ム

ページ

5人
保護者と
幼児教育
関係者

200人 100

外あそびに関
するイベント
やセミナー等
の実施

子どもの健全な成長や外
あそびの推進を支援する
企業や団体と連携 して外
あそびの体験会やその重
要性を紹介するイベン ト
又はセミナー等を実地又
はオンライン上で実施す
る

5、 9月 東京都内 5人

東京都内
在住の子
どもと保
護者

200人
0

外あそびを推
進するための
指導者・ リー
ダーの養成

乳幼児から小学校低学年
を中心とした子どもに関
わる学生、保育者等を対象
として外あそびを適切に
推進する指導員・リーダー
を養成するための講習会
(理論と実技)を実地又は
オンライン上で開催する

7,

月
1 1 月 2
東 京 都
内および
他県

10人

幼児教育
学生 /保
育者 /教
育指導者

30人 100



書式第 9号 (法第 10条・第 25条関係 )

令和7年度 活動予算書 (その他事業が上上ヽ場合)
特定非 利活動法人子どもの健全な成長のための外あそびを推進する会

設立・定款変更用

‐

W

金   饉

:63.αЮ

正会員受取会費 (個人,    t任意団体口座からり0設立後、移管の予定)
贅助会員受験会費 (個人 )
工会員受取会費 (企業・団体)(任意団体口座から゙ 0設立後、移管σ,予定)
贅助会員受取会費 (企業・団体)

受取寄附金  (任意団
`●

口座からNPO設 立後、移管の予定)
施設等受人評価益

外あそびに関する情1長、啓発情報の発信
外あそびに関するイベントやセミナー等の実施
外あそびを推進するための指導者・リーター美成

受取補助●

A

1

の の

受取利息

2.071

2,071
0

0

100,000
50.000

150.000

320.07!

10(}.00(,

1{X).(ЮЮ

14.850

消耗品,
水道光熱費
通信運搬贅
バーチャルオフィス代金 (任意団体口座から PヽO設立後、移管の予定)

旅費交通費
減価償却費
Wcbサ イ ト管理費

ブレスリリース

1

2 そ

その

ホームページ

役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費

給

"1手

当
役員絆酬
退職給付費用
福利厚生■

会議費
旅費交通費
施設等評価費用
減価侵却費
印刷製本贄
施設使用費

14.350
::4.350

205.221減  額 A B

過年度損益修正益

災害損人
却 損

C D

20b.22]正  味コ: 当
70.000
0ケ産

び

正

人

立

135.221)―  (饉  塾  i : 味  財 巨

小 計・ 合 計

68,

当  菫

)l  li
= 
グ

|:

当 ■:i
・ (3,■  1日  (1)+(2)

④



書式第 9号 (法第 10条・第 25条関係 )

令和8年度 活動予算書
設立・定軟変更用

(その他事業が上登場合)
特定非営利活動法人子どもの健全な成長のための外あそびを推進する会

ψ

ψ

金   額 小 計・ 合計

外あそびに関する情報、啓発情報の発信
外あそびに関するイベントやセミナー等の実施
外あそびを推進するための指導者・リーダー養成

受取補助金

受取利息

A

1

2

4

5

正会員受取会費 (個人)
贅助会員受取会費 (個人)
正会員受取会費 (企業・団体)
贅助会員受取会費 (企業・団体 )

受取寄附金
施設等受入評価益

160,000
0

100,000
100,000

360.∝Ю

0
300.000
120,000

420.000

10

10

780.010

200.000

200.000

10,000

0

30,000

20,000

50,000

0

0

0

110.000

110.000

310.000

【Q

1経 常 費 用 計
470.010当 期 僣 常 増 滅 麟 :A】 ―【B】 … ①

【C

経 常 外 収 益 計

【D】 経 常 外 費 用

経 常 外 費 用 計

当 期 経 常 外 増 減 額 【C】 ―【D】 … ②
470.010

70,000

135,221

535.231

法人税.住民税及び事業税
前期繰越正味財産額 ・・

弓l

⑥

+

正

繰 越 工 味 財 産 鶴

1

ホ含お|テ 当
役員報酬
退職給付費用
福利厚生費
― ムペ ー

会議費
旅費交通費
施設等評価費用
減価償却費
印刷製本責
施設使用費
ホームペー

(1)

役員報酬

給料手当

退職給付費用

福利厚生費

(2)そ
消耗品,
水道光熱費

通信運搬費
バーチャルオフイス■

旅費交通費

減価償却費

lobサ イ ト管理費

決済ンステ 用

固定資産売却益

過年度薇益修正益

産

災害損失

過年度損益修正損

④


